
令和８年度 第１回鹿角市地域公共交通運賃協議会 

 

と き 令和８年６月２２日（月） 

    地域公共交通活性化協議会終了後 

ところ 道の駅かづの あんとらあ 多目的ホール 

 

 

次  第 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

 

（１）廃止代替バス路線等の運賃改定について （資料１） 

 

（２）鹿角市地域公共交通運賃協議会における 

     軽微な事案に対する取扱いについて （資料２） 

 

３．閉 会 
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９ 鹿角市観光戦略部 観光戦略部長 金澤 寛樹  

 

 

事務局 

観光交通課 課長 黒沢 書彦 
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観光交通課 観光交通班 主査 児玉 宏彰 
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資料 1 

廃止代替バス路線・デマンド運行路線の運賃改定について 

 

○運賃改定の概要 

 鹿角市が運行を委託している廃止代替バス路線・デマンド運行路線について、運転士の人

件費、燃料費の増加、物価の高騰等により経費が増加していく中、地域公共交通の持続性を

確保していくため運賃を改定する。 

 改定に当たっては、一般路線バスの運賃体系との整合性を勘案し設定する。 

 

○運賃改定路線 

・廃止代替路線…中滝線、大湯花輪線、根市大湯線、上芦名沢高清水線、東山環状線 

・デマンド運行路線…級ノ木線、中滝線、大湯花輪線、上芦名沢高清水線 

 

○運賃設定の考え方 

・運賃及び料金等の検討において留意すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

○運賃（案） 

路線の運賃を次のとおり設定する（詳細別紙） 

・初乗運賃……１９０円に改定（改定前１６０円） 

・平均改定率…９．７３％ 

 

○今後のスケジュール 

 令和 8年 6月～  ・運賃改定に対する意見募集の実施（市ホームページ等） 

          ・運賃協議会にて、運賃改定について協議 

          ・協議が調ったことの証明書の作成、事業者に交付 

          ・事業者から東北運輸局へ、変更認可申請 

 令和 8年 9月頃  ・市民、関係機関に周知（広報、市ホームページ等） 

 令和 8年 10 月～ ・運賃改定実施 

一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して乗合バス（乗合タクシーを含む）の運送を行う場合

の運賃及び料金については、他の旅客自動車運送事業者との間に不当競争を引き起こすおそれが

ないこと、財政負担を踏まえつつ、安全運行に必要な費用を確保できること及び持続的な運行が

可能であることにつき、十分に検討する必要がある。 

※コミュニティバスの導入に関するガイドライン（国土交通省）より 

























鹿角市地域公共交通運賃協議会における軽微な事案に対する取扱いについて 

 

 

１ 協議理由 

 道路運送法（以下「法」という。）が改正され、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃は、

法第９条第４項に規定する運賃協議会において協議することとなりました。 

 運賃等について本市では、鹿角市地域公共交通運賃協議会設置要綱に基づき設置した鹿

角市地域公共交通運賃協議会により協議することとしておりますが、資料２－１「道路運送

法第９条第４項に基づく協議会の開催を要しない場合の目安となる考え方について（令和

７年６月３０日付け事務連絡・国土交通省物流・自動車局 旅客課長）」により、運賃協議会

で付議される案件については、必ずしも全ての事案について開催されるべきものではなく、

軽微な事案については、運賃協議会の開催は必ずしも要しないとの考え方が示されました

ことから、運賃協議会の開催を要しない軽微な事案を定め鹿角市地域公共交通運賃協議会

の開催の合理化を図るものです。 

 

 

２ 軽微な事案として取り扱う事案 ※通知抜粋  

⑴ 均一制運賃を適用する路線（系統）において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路

線の付け替えや一部延伸があった場合（競合する路線がある場合、路線延長により当該路線

が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。）でも、運賃額に変更がない場合 

⑵ 毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合 

⑶ 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合 

⑷ 新たな決済手段を追加する場合 

 

 

３ 今後の鹿角市地域公共交通運賃協議会について 

 本協議会での承認後、軽微な事案が発生した場合には、鹿角市地域公共交通運賃協議会の

開催を省略し、所定の事務を進めることとします。 

資料２ 



事 務 連 絡 

令和７年６月 30日 

 

各地方運輸局 自動車交通部長 殿 

沖縄総合事務局  運輸部長 殿 

 

物流・自動車局 旅客課長 

 

道路運送法第９条第４項に基づく協議会の 

開催を要しない場合の目安となる考え方について 

 

令和５年１０月に道路運送法（以下「法」という。）が改正され、道路運送法第９条第４項の規

定により、運賃等については地域公共交通会議（道路運送法施行規則第４条第２項）とは別の協

議会（以下「運賃協議会」という。）を開催しなければならないこととしたところ。 

今般、運賃協議会の開催にあたり、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、そ

の開催を要しない場合の目安となる考え方を下記のとおり定めたので、運賃協議会の関係者に周

知を図る等により、運賃協議会の開催の合理化に努められたい。 

 

記 

 

１．開催を要しない場合の目安となる考え方 

運賃協議会においては、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を

確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等について協議を行うものであるが、地域公共

交通会議とは別の協議会であり、会議開催にあたっては関係者の事務手続きの負担が発生してい

るとの意見があることから、その負担を軽減し、生産性向上を図る観点も考慮する必要がある。 

運賃協議会で付議される案件については、必ずしも全ての事案について開催されるべきもので

はなく、軽微な事案については、運賃協議会の開催は必ずしも要しないと考える。 

なお、２．により軽微な事案の例を示すが、これらは運賃協議会にて協議の上判断されるべき

ものであり、あらかじめ設置要綱等に記載することが望ましい。 

 

２．軽微な事案の例 

・均一制運賃を適用する路線（系統）において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付

け替えや一部延伸があった場合（競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて

他の市町村に乗り入れする場合を除く。）でも、運賃額に変更がない場合。 

・毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合 

・工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合 

・新たな決済手段を追加する場合 

以上 
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資料２－１


